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事業報告 

2024年４月１日から 

2025年３月 31日まで 

 

１ 当行の現況に関する事項 

当期におきまして、当行は、株式会社国際協力銀行法（以下「JBIC 法」という。）第 11 条に定めら

れた業務を行いました。 

 

（１）事業の経過及びその成果 

国際社会は、ロシアによるウクライナ侵略や中東における紛争拡大、インフレ・債務コスト増等に

よる国際金融環境の不安定化、エネルギー・食料問題を含む経済安全保障に対応したサプライチェー

ンの再構築、各国の選挙結果を踏まえた政策変更・貿易摩擦リスク拡大といった歴史的・構造的な変

化と課題に直面し、不確実性が一層拡大しています。また、気候変動問題への対処が引き続き国際社

会の喫緊の課題となる中、多国間主義の後退とともに、脱炭素社会の実現と持続可能な経済成長の両

立には、革新的技術によるブレークスルーが不可欠な状況にあります。 

我が国経済は、大企業を中心に高水準の企業収益を記録し、当該収益が賃金・設備投資に回ること

で内需主導の緩やかな回復につながり、コストカット型の経済から「新しい資本主義」で目指してき

た「成長型の新たな経済ステージ」への移行を進めていく必要があります。かかる中、日本政府は、

人口減少が本格化する 2030年度までの６年間をラストチャンスとし、「経済・財政新生計画」の策定

とともに、「新たなステージを目指すための５つのビジョン」として、①社会課題解決をエンジンと

した生産性向上と成長機会の拡大、②誰もが活躍できる Well-beingが高い社会の実現、③経済・財

政・社会保障の持続可能性の確保、④地域ごとの特性・成長資源を活かした持続可能な地域社会の形

成、⑤海外の成長市場との連結性向上とエネルギー構造転換を掲げています。 

このように、外部環境が変化する中、当行は、JBIC 法に基づき、一般の金融機関が行う金融を補

完することを旨としつつ、（１）日本にとって重要な資源の海外における開発及び取得の促進、（２）

日本の産業の国際競争力の維持及び向上、（３）地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする

海外における事業の促進、（４）国際金融秩序の混乱の防止又はその被害への対処、の４つの分野の

業務を行い、日本及び国際経済社会の健全な発展に寄与することを目的とし、かかる分野における出

融資保証案件への積極的な対応を行っています。また、上述の諸課題の解決に取り組むべく、当行は

2024年６月に、2024～2026年度を対象とする第５期中期経営計画を策定しました。本中期経営計画

では、重点取組課題として、「持続可能な未来の実現」、「我が国産業の強靱化と創造的変革の支援」、

「戦略的な国際金融機能の発揮による独自のソリューション提供」、「価値創造に向けた組織基盤の

強化・改革」を設定し、取組を進めています。加えて、2024年 10月に、スタートアップ投資体制の

強化のため、スタートアップ投資戦略を策定し、スタートアップ投資委員会を新設しました。 

当行の具体的な出融資保証業務内容は以下のとおりです。 

「持続可能な未来の実現」におけるカーボンニュートラルと経済発展の統合的実現への貢献の取

組として、インドネシアにおける地熱発電事業や、アラブ首長国連邦におけるアンモニアの製造・販

売事業、ブラジルにおける送電事業やバイオ燃料事業に対する融資を行いました。また、ホスト国と

の協働による社会課題解決への貢献の取組として、米国やインドにおけるデータセンター事業や、遺

伝子治療薬関連事業を行う企業の買収案件、インドネシアにおける農業ドローン事業参入のための
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事業買収案件に対する融資を行いました。 

「我が国産業の強靱化と創造的変革の支援」における我が国のエネルギー安全保障の確保、国益に

資するバリューチェーン/サプライチェーン強靱化及び先端的産業基盤への支援の取組として、チリ

における銅鉱山開発事業や、半導体等の電子部品を搭載するプリント基板の設計ソフトウェアの設

計・開発・販売を行う企業の買収案件に対する融資を行いました。革新的技術・事業の展開支援の取

組として、ドイツにおける新技術を用いた地熱発電及び地域熱供給事業に対する融資を特別業務と

して行ったほか、ドイツにおける 5Gネットワーク基盤構築に対する融資や、北部ヨーロッパ地域や

中東欧地域のスタートアップ企業に投資を行うファンドへの追加出資を行いました。また、グローバ

ルに活躍する中堅・中小企業の海外展開支援では、グローバルサウス等の各国において、現地通貨建

て融資も活用しつつ、本邦の地域金融機関とも連携しながら、積極的な支援を行いました。 

「戦略的な国際金融機能の発揮による独自のソリューション提供」における我が国の対外経済政

策の構築・実現に貢献する案件への支援の取組として、ウクライナ及びその周辺国におけるウクライ

ナの復興に資する事業に対するクレジットラインの設定や、ケニアにおける地熱発電設備輸出に対

する融資を行いました。 

こうした取組の結果、当期の当行の出融資保証承諾額は１兆 5,061億円となりました。 
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（２）財産及び損益の状況 

（単位：百万円） 
  第 10期 

（2021年４月１日 

～2022年３月 31日） 

第 11期 

（2022年４月１日 

～2023年３月 31日） 

第 12期 

（2023年４月１日 

～2024年３月 31日） 

第 13期（当期） 

（2024年４月１日 

～2025年３月 31日） 

株 式 会 社 

国際協力銀行 

経 常 収 益 309,943 657,216 1,123,950 1,023,236 

経 常 利 益 14,771 159,877 63,811 83,688 

当期純利益 14,774 159,890 62,934 83,704 

純 資 産 額 2,897,414 2,937,797 2,979,929 3,224,596 

総 資 産 18,423,753 20,146,000 21,651,336 20,441,603 

一 般 業 務 

経 常 収 益 309,480 655,075 1,122,254 1,019,451 

経 常 利 益 14,625 158,912 63,607 84,068 

当期純利益 14,629 158,926 62,730 84,083 

純 資 産 額 2,583,630 2,612,316 2,649,504 2,895,955 

総 資 産 18,103,746 19,814,638 21,314,335 20,106,275 

特 別 業 務 

経 常 収 益 1,896 2,234 1,796 3,958 

経 常 利 益 145 964 203 △379 

当期純利益 145 964 203 △379 

純 資 産 額 313,783 325,481 330,424 328,641 

総 資 産 320,046 331,398 337,035 335,366 

   

（注） １ 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。 

 
２ 

 

2016 年 10 月１日に特別業務勘定が設置され、一般業務勘定と特別業務勘定を区分して

表示しています。 
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（３）資金調達及び主要な借入先、設備投資 

 

イ 資金調達の状況及び主要な借入先等 

当期に行った資金調達及び当期末における主要な借入先及び借入額は、次のとおりです。 

 

（イ）主要な資金調達の状況 

（単位：億円） 

 

 

 

 

 

 主要な資金調達方法 当期調達額 

株式会社国際協力銀行 

借 入 20,680 

 財 政 融 資 資 金 1,540 

 外 国 為 替 資 金 19,140 

社 債 5,495 

出 資 金 1,210 

（ 計 ） 27,386 

一 般 業 務 

借 入 20,680 

 財 政 融 資 資 金 1,540 

 外 国 為 替 資 金 19,140 

社 債 5,495 

出 資 金 1,210 

（ 小 計 ） 27,386 

特 別 業 務 

借 入 - 

 財 政 融 資 資 金 - 

 外 国 為 替 資 金 - 

社 債 - 

出 資 金 - 

（ 小 計 ） - 

（注） １ 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。 

 
２ 
 

外国為替資金及び社債に関して、当期調達額は原則調達実行時の前月末為替レ

ートで換算した金額を計上しています。 

 ３ 社債に関して、当期調達額は当期発行額を計上しています。 
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（ロ）主要な借入先等 

（ａ） 借入金 

（単位：億円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｂ） 社債 

                             （単位：億円） 

 当 期 発 行 額 

上段：政府保証債 

下段：財投機関債 

当 期 末 残 高 

上段：政府保証債 

下段：財投機関債 

株式会社国際協力銀行 
5,395 60,896 

100 300 

一 般 業 務 
5,395 60,896 

100 300 

特 別 業 務 
- - 

- - 

 

 借入先 当期借入額 当期末残高 

株式会社国際協力銀行 

財政融資資金 1,540 29,957 

外国為替資金 19,140 57,247 

（ 計 ） 20,680 87,204 

一 般 業 務 

財政融資資金 1,540 29,915 

外国為替資金 19,140 57,247 

（ 小 計 ） 20,680 87,162 

特 別 業 務 

財政融資資金 - 42 

外国為替資金 - - 

（ 小 計 ） - 42 

（注） １ 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。 

 

２ 

 

 

外国為替資金に関して、当期借入額は原則借入実行時の前月末為替レートで換

算した金額を、当期末残高は 2025 年３月末為替レートで換算した金額をそれ

ぞれ計上しています。 

（注） １ 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。 

 ２ 政府保証債（外貨建て）の当期発行額については、原則発行時の前月末為替レ

ートで換算した金額を、当期末残高は 2025 年３月末為替レートで換算した金

額をそれぞれ計上しています。 
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（ｃ） 出資金 

                           （単位：億円） 

 出資金の名称等 当 期 受 入 額 

株式会社国際協力銀行 

一般会計出資金 - 

産業投資出資金 1,210 

（ 計 ） 1,210 

一 般 業 務 

一般会計出資金 - 

産業投資出資金 1,210 

（ 小 計 ） 1,210 

特 別 業 務 

一般会計出資金 - 

産業投資出資金 - 

（ 小 計 ） - 

（注）記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。 

 

ロ 設備投資 

   当期に行った設備投資等は、次のとおりです。 

 

（イ）設備投資の総額 

            （単位：百万円） 

設 備 投 資 の 総 額 

3,966 

 

 

（ロ）重要な設備の新設等 

                              （単位：百万円） 

内     容 金  額 

情報システム関連設備投資 393 

本店レイアウト刷新工事 3,674 

大阪支店レイアウト変更等工事 134 

 

（注） １ 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。 

 ２ 記載金額は、固定資産の取得価額の総額を計上しています。 

（注） １ 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。 

 ２ 記載金額は、諸経費を含む投資総額を計上しています。 
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（４）現況に関する重要な事項 

当行は、JBIC法に基づき、株式会社日本政策金融公庫から分離され、2012年４月１日に設立され

ました。なお、当期における主な法令等の改正及び認可等を受けた事項等は、次のとおりです。 

 

イ 重要な法令等の改正 

  該当事項はありません。 

 

ロ 認可等を受けた事項 

（イ）役員の選任 

   2024年６月 18 日の株主総会において決議、同日認可 

（ロ）政府からの借入及び社債 

2024 年度の社債発行及び外国通貨長期借入金の借入れの基本方針を策定、2024 年３月 29 日

認可 

    

（５）当行の概要 

イ 沿革 

2011年５月２日  「株式会社国際協力銀行法」公布・施行 

2012年４月１日  株式会社国際協力銀行設立 

2012年９月 30日  駐留軍再編促進金融業務を終了 

2012年 11月 30日  駐留軍再編促進金融勘定を廃止 

2016年５月 18日  「株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律」公布・一部施行 

2016年 10月１日  特別業務を開始 

2017年６月 30日  株式会社 JBIC IG Partners設立 

2023年４月 14日  「株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律」公布 

   （一部、2023年４月 15日施行） 

2023年 10月１日  「株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律」施行 

     

ロ 主要な事業の内容 

当行は、日本政府が全株式を保有する政策金融機関であり、一般の金融機関が行う金融を補完す

ることを旨としつつ、日本にとって重要な資源の海外における開発及び取得を促進し、日本の産業

の国際競争力の維持及び向上を図り、並びに地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする

海外における事業を促進するための金融の機能を担うとともに、国際金融秩序の混乱の防止又は

その被害への対処に必要な金融を行い、もって日本及び国際経済社会の健全な発展に寄与するこ

とを目的としています。 

かかる目的に基づき、当行は、当期末現在、JBIC法第 11条に規定する業務を行っています。  
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ハ 主要な営業所の状況（本店、大阪支店、海外駐在員事務所） 

  当期末における当行の主要な営業所は、本店１、大阪支店１、海外駐在員事務所 18です。 

本店      ： 東京都千代田区大手町一丁目４番１号 

大阪支店    ： 大阪市北区梅田二丁目２番 22号 ハービス ENTオフィスタワー23階 

海外駐在員事務所： 北京、バンコク、ハノイ、ジャカルタ、マニラ、シンガポール、ニュー

デリー、シドニー、モスクワ、ロンドン、パリ、イスタンブール、ドバ

イ、ニューヨーク、ワシントン、ブエノスアイレス、メキシコシティー、

リオデジャネイロ 

 

ニ 主要な使用人の状況 

     区      分 人      数 

当行 職      員 720名 

（注）職員数は、2024年度政府関係機関予算定員を記載しており、臨時職員等を含んでいません。 

 

ホ 重要な親会社及び子会社の状況 

（イ）親会社の状況 

   該当ありません。 

 

（ロ）重要な子会社の状況 

 

会社名 資本金等 議決権所有割合 主な事業内容 特記事項 

株式会社 JBIC IG 

Partners 

500 百万円 

（資本金 250百万円、 

資本準備金 250 百万

円） 

51％ 海外向け投資ファ

ンドに対する投資

助言業務等 

2017 年６

月 30 日設

立 

Russia-Japan 

Investment Fund, 

L.P. 

－ (100％) ロシア連邦等に投

資を行うファンド 

2017 年９

月 ７ 日 設

立 

JB Nordic Fund I 

SCSp 

－ (100％) 北欧・バルト地域

に投資を行うファ

ンド 

2019 年１

月 15 日設

立 

NordicNinja Fund 

Ⅱ SCSp 

－ (100％) 北部ヨーロッパ等

に投資を行うファ

ンド 

2023 年３

月 31 日設

立 

  （注）議決権所有割合について、組合形態のものについては、子会社又は「自己と出資、人事、資金、

技術、取引等において緊密な関係にあることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使す

ると認められる者」による業務執行権の所有割合を（ ）内に記載しています。 
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（６）対処すべき課題 

   当行における具体的な対処すべき課題は、以下のとおりです。 

 

＜第５期中期経営計画（2024～2026年度）の推進＞ 

当行は、2024 年６月に、第５期中期経営計画(2024～2026 年度)を策定しました。本中期経営計画

では、取組のテーマとして、『「先導」と「共創」：世界の課題解決を「先導」する。未来を「共に創

る」。～Navigate toward and Co-create a Valuable Future～』を掲げるとともに、重点取組課題と

して、「Ⅰ 持続可能な未来の実現」、「Ⅱ 我が国産業の強靱化と創造的変革の支援」、「Ⅲ 戦略的な国

際金融機能の発揮による独自のソリューション提供」、「Ⅳ 価値創造に向けた組織基盤の強化・改革」

の４つを設定し、その下に 11の取組目標を置いて取組を進めています。 

 

  ＜第５期中期経営計画（2024～2026年度）の概要＞ 

重点取組課題 取組目標 

I. 持続可能な未来の実現 

 ① カーボンニュートラルと経済発展の統合的実現への貢献 

 ② ホスト国との協働による社会課題解決への貢献 

 ③ サステナビリティ経営の責任ある実行 

Ⅱ. 我が国産業の強靱化と創造的変革の支援 

 ④ 我が国のエネルギー安全保障の確保、国益に資するバリューチェーン/サプラ

イチェーン強靱化及び先端的産業基盤への支援 

 ⑤ 革新的技術・事業の展開支援 

 ⑥ グローバルに活躍する中堅・中小企業の海外展開支援 

Ⅲ. 戦略的な国際金融機能の発揮による独自のソリューション提供 

 ⑦ 我が国の対外経済政策の構築・実現に貢献する案件への支援 

 ⑧ 戦略的な情報分析を通じた独自のソリューションの提供 

Ⅳ. 価値創造に向けた組織基盤の強化・改革 

 ⑨ 人的資本経営の実践 

 ⑩ DXによる業務効率化・業務推進基盤の整備 

 ⑪ エンゲージメントの高い組織づくり・組織の基盤強化と安定・効率的運営 

 

＜サステナビリティに関する事項＞ 

 当行はサステナビリティ実現に向けた強いコミットメントを示すため、株式会社国際協力銀行 ESG

ポリシーを策定し、とりわけ国際経済社会にとって対応が急務となっている気候変動問題への対応

方針を公表しています。 

 かかるポリシーに基づき、パリ協定の国際的な実施に向け、2030年までの自らの温室効果ガス（GHG）

排出量ネットゼロの達成、2050 年までの投融資ポートフォリオの GHG 排出量ネットゼロの達成を追

求するとともに、これまで培ってきた各国政府・政府機関などとの関係を基に、エンゲージメントを

行い、新興国・途上国におけるエネルギートランジションを加速させ、世界全体でのカーボンニュー

トラル実現に貢献してまいります。 
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また、2023 年４月に人権方針を公表しました。人権尊重を重要かつ積極的に取り組むべき課題と

認識し、組織としての人権尊重に対するコミットメントを示した上で、顧客及びサプライヤーによる

人権尊重への期待を表明しています。 

当行は、企業理念、中長期ビジョン及び第５期中期経営計画を念頭に、世界の課題解決を先導し未

来を共に創るべく、サステナビリティに関する取組を一層強化し、ステークホルダーの皆様と対話を

重ねながら、持続可能な未来の実現に向け取り組んでいます。 

 

＜株式会社国際協力銀行 ESGポリシーの概要＞ 

(１)サステナビリティの実現に向けた取組方針 

Environment ① 出融資等を通じた脱炭素社会の実現に向けたエネルギー変革への対応 

② 環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドラインに沿った自然環境等への

配慮確認 

③ グリーンボンドの発行 

Social ① 出融資等を通じた社会的課題解決に資する事業に対する支援 

② 環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドラインに沿った地域社会等への

配慮確認 

③ 多様な職員の能力と活力を引き出す人材育成と働き方改革の推進 

Governance ① サステナビリティ推進体制の強化 

② コンプライアンス態勢の実効性強化 

③ 外部イニシアチブへの参加 

(２)気候変動問題への対応方針 

① パリ協定の国際的な実施に向けた貢献 

⚫ 2030年までの自らの GHG排出量ネットゼロの達成の追求 

⚫ 2050年までの投融資ポートフォリオの GHG排出量ネットゼロの達成の追求 

② 気候変動関連ファイナンスの強化 

③ 気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)提言に基づく気候関連情報開示の推進 

④ 環境社会に配慮した出融資等の取組 

 

＜ウクライナ侵略に伴う対ロシア制裁について＞ 

2022 年２月以降のロシアによるウクライナ侵略を受けて、日本政府を含む各国政府は対ロシア制

裁を実施しており、これを受けてロシア政府からは大統領令等の対抗措置が実施されています。この

ような状況を踏まえ、当行としても、各国政府等による制裁やこれを受けたロシア政府の対抗措置の

動向を注視しつつ対応を行っています。 

 

＜人的資本、多様性に関する取組＞ 

企業理念、中長期ビジョンを踏まえ、政策金融機関としての目的を達成していくためには、人的資

本、すなわち当行で働く役職員が、金融に関する「専門性」、複雑化する国際関係の中で日本と国際

経済社会の発展を見据えられる「公共性」と「国際性」、そのいずれをも高い水準で備え、そして活

躍してもらうことが必要となります。このため、第４期中期経営計画では、「多様な職員の能力と活
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力を引き出す人材育成と働き方改革の推進」を取組目標として掲げ、優れた人材の獲得・育成やその

活躍を後押しする取組を実施してきました。また、2024 年６月策定の第５期中期経営計画において

は、「人的資本経営の実践」を掲げ、役職員が能力を最大限発揮できる組織運営を目指し、引き続き

制度面の整備に取り組むとともに、職員一人一人がやりがいを感じながら前向きに仕事ができるよ

うな環境作りを目指しています。 

具体的には、オフィスワークとテレワークを組み合わせたハイブリッドワークの継続的推進、電子

化を中心とした情報基盤整備と業務効率化、グループアドレス導入等のオフィス・テレワーク環境整

備、Learning Management System（LMS）導入等のリモート環境下での人材育成強化、自律的なキャ

リア形成・能力開発支援、職員の心身の健康増進、男性育休の普及を含む育児・介護等と仕事の両立

支援、勤務体制の柔軟化等の諸施策に取り組んできました。 
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２ 株式に関する事項 

（１）株式数 

発行可能株式総数   5兆 1,640億株 

発行済株式の総数     2兆 1,828億株 

 

（２）当期末株主数 

１名 

 

（３）大株主 

株主の氏名又は名称 
当 行 へ の 出 資 状 況 

持 株 数 等 持 株 比 率 

財  務  大  臣 2兆 1,828億株 100％ 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。  
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４ 役員に関する事項 

（１）取締役及び監査役に関する事項 

2025年３月 31日現在 

氏  名 地位及び担当 重要な兼職 

林   信 光 
代表取締役総裁（当行の業務を総理、監

査部） 
- 

天 川 和 彦 
代表取締役副総裁（総裁を補佐して、当

行の業務を掌理） 
- 

橋 山 重 人 
代表取締役専務取締役（企画部門、産業

ファイナンス部門） 
- 

菊 池   洋 
常務取締役（審査・リスク管理部門、企

画部門に関する専務補佐） 
- 

小 川 和 典 
常務取締役（財務・システム部門、イン

フラ・環境ファイナンス部門） 
- 

内 田   誠 
常務取締役（資源ファイナンス部門、エ

クイティファイナンス部門） 

株式会社 JBIC IG Partners 取締役（非

常勤） 

前 田 匡 史 取締役会長 

株式会社 JBIC IG Partners 取締役会長

（非常勤） 

株式会社 IGPIグループ アドバイザリ

ーボード 

株式会社 SDGインパクトジャパン社外

取締役（非常勤） 

小 泉 愼 一 取締役（社外取締役） 
株式会社ディー・エヌ・エー常勤監査役 

株式会社 Preferred Networks取締役 

川 村 嘉 則 取締役（社外取締役） 
阪神電気鉄道株式会社取締役 

DMG森精機株式会社監査役 

那 須 規 子 常勤監査役 
独立行政法人自動車事故対策機構監事

（非常勤） 

土 屋 光 章 監査役（社外監査役） 合同製鐵株式会社取締役 

本 村   彩 監査役（社外監査役） 

稲葉総合法律事務所パートナー弁護士 

イオン・リートマネジメント株式会社コ

ンプライアンス委員会外部委員 

平和不動産リート投資法人執行役員 

株式会社 JBIC IG Partners 監査役（非

常勤） 

（注）１ 取締役 小泉 愼一氏及び川村 嘉則氏は、会社法第２条第 15 号に定める社外取締役で

す。 

２ 監査役 土屋 光章氏及び本村 彩氏は、会社法第２条第 16号に定める社外監査役です。 

３ 監査役 土屋 光章氏は、金融機関における長年の経験を有しており、財務及び会計に関
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する相当程度の知見を有する者です。 

４ 監査役 本村 彩氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を

有する者です。 

５ 取締役 小泉 愼一氏、取締役 川村 嘉則氏、監査役 土屋 光章氏、監査役 本村 彩

氏が兼職している法人等と当行との関係については、以下（２）イをご参照ください。 

６ 当期中の役員の地位及び担当の異動の状況は以下のとおりです。 

氏  名 新役職（新担当） 旧役職（旧担当） 異動年月日 

林   信 光 
代表取締役総裁（当行の業

務を総理、監査部） 

代表取締役総裁（監査部） 
2024年６月 18日 

天 川 和 彦 

代表取締役副総裁（総裁を

補佐して、当行の業務を掌

理） 

代表取締役副総裁（資源フ

ァイナンス部門、エクイテ

ィファイナンス部門） 

2024年６月 18日 

菊 池   洋 

常務取締役（審査・リスク管

理部門、企画部門に関する

専務補佐） 

[新任] 

2024年６月 18日 

小 川 和 典 

常務取締役（財務・システム

部門、インフラ・環境ファイ

ナンス部門） 

[新任] 

2024年６月 18日 

内 田   誠 

常務取締役（資源ファイナ

ンス部門、エクイティファ

イナンス部門） 

[新任] 

2024年６月 18日 

大 石 一 郎 

[退任] 常務取締役（審査・リスク管

理部門、米州地域に係る国

別業務方針に関する事項、

国際機関連携、日米豪連携） 

2024年６月 18日 

田 中 一 彦 

[退任] 常務取締役（財務・システム

部門、アジア大洋州地域に

係る国別業務方針に関する

事項） 

2024年６月 18日 

谷 本 正 行 

[退任] 常務取締役（インフラ・環境

ファイナンス部門、欧阿中

東地域に係る国別業務方針

に関する事項） 

2024年６月 18日 

 

（２）社外取締役及び社外監査役に関する事項 

  イ 社外役員の重要な兼職等の状況 

    社外役員の重要な兼職については、上記（１）をご参照ください。 

 取締役 川村 嘉則氏が監査役を務める DMG 森精機株式会社と当行の間には、通常の営業取引

があります。取締役 川村 嘉則氏が取締役を務める阪神電気鉄道株式会社と当行の間には、不動
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産賃貸借に関する取引があります。 

 監査役 本村 彩氏が社外監査役を務める株式会社 JBIC IG Partners は当行の連結子会社で

す。 

 上記以外には、社外役員の重要な兼職先と当行との間に開示すべき関係はありません。 

 

  ロ 社外役員の主な活動状況 

氏  名 取締役会等への出席状況及び発言その他の活動状況 

小泉 愼一 

（社外取締役） 

当期に開催された取締役会 17回の全てに出席。内部監査委員会４回の全てに

出席。 

社外取締役である小泉氏には、民間企業役員として海外事業展開やクロスボ

ーダーM&A を含めた企業経営に中心的に携わってきた経験、政府委員として

政府方針策定につながる議論に参加してきた経験、経団連会長特別アドバイ

ザーとして関与してきた経団連での様々な経験等を通じて得た識見を活かし

て、経営陣から独立した客観的な立場から、取締役会の監督機能の重要な担

い手として、業務執行の監督を行う役割を期待しています。 

当期において、小泉氏は、取締役会におけるスタートアップ投資戦略に係る

審議等において、民間企業での経験を活かして投資対象分野の考え方等に係

る意見を積極的に提示したほか、内部監査委員会にも構成員として出席し、

いずれも客観的な見地から審議の活発化及び意思決定に貢献しました。また、

経営諮問・評価委員会に１回、委員として出席し、取締役会での議論も踏ま

えた発言を行い、委員会としての審議の活発化と客観性のある意思決定に貢

献しました。 

川村 嘉則 

（社外取締役） 

当期に開催された取締役会 17 回のうち 16 回に出席。内部監査委員会４回の

うち３回に出席。 

社外取締役である川村氏には、民間金融機関役員として国際業務や投資銀行

業務を含めた企業経営に中心的に携わってきた経験や政府委員として政府方

針策定につながる議論に参加してきた経験を通じて得た識見を活かして、経

営陣から独立した客観的な立場から、取締役会の監督機能の重要な担い手と

して、業務執行の監督を行う役割を期待しています。 

当期において、川村氏は、取締役会におけるスタートアップ投資戦略に係る

審議等において、民間金融機関での経験を活かして推進体制整備やリスクの

考え方等の観点から意見を積極的に提示したほか、内部監査委員会にも構成

員として出席し、いずれも客観的な見地から審議の活発化及び意思決定に貢

献しました。また、経営諮問・評価委員会に１回及びリスク・アドバイザリ

ー委員会に１回、それぞれ委員として出席し、取締役会での議論も踏まえた

発言を行い、委員会としての審議の活発化と客観性のある意思決定に貢献し

ました。 
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土屋 光章 

（社外監査役） 

当期に開催された取締役会 17回のうち 14回に出席。 

当期に開催された監査役会 16回の全てに出席。 

企業経営者としての経験を生かして、議案・審議等につき必要な発言を行い

ました。 

本村 彩 

（社外監査役） 

当期に開催された取締役会 17回のうち 16回に出席。 

当期に開催された監査役会 16回の全てに出席。 

企業法務の専門家としての観点から、議案・審議等につき必要な発言を行い

ました。 

 

ハ 責任限定契約 

氏  名 責任限定契約の内容の概要 

小泉 愼一 
会社法第 427 条第１項及び定款の規定により、同法第 423 条第１項の責任に

ついて、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）がその職務を行うに

つき善意でありかつ重大な過失がないときは、同法第 425 条第１項に定める

最低責任限度額を限度とする旨の契約 
川村 嘉則 

土屋 光章 
会社法第 427 条第１項及び定款の規定により、同法第 423 条第１項の責任に

ついて、社外監査役がその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がな

いときは、同法第 425 条第１項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契

約 
本村 彩 

 

（３）常勤監査役の責任限定契約 

那須 規子 

会社法第 427 条第１項及び定款の規定により、同法第 423 条第１項の責任に

ついて、監査役がその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないと

きは、同法第 425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約 

 

（４）役員等賠償責任保険契約 

当行は、会社法第 430 条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結

しています。当該保険契約の内容の概要等は以下のとおりです。 

イ 被保険者の範囲 

当行の取締役、監査役、執行役員（常務執行役員及び取締役会決議によらない執行役員を含む。）、

専任審議役、地域統括、首席駐在員及び管理職従業員、当行が指示又は依頼して株式会社 JBIC IG 

Partners の役員に就任した者並びに当行から出向先（日本の会社法上の会社であって、その株式

がいかなる取引市場においても公開取引されていないもの、又は当行が出資する外国法人のうち

保険契約上で特に指定された会社に限る。）に役員として出向した者（当行が指示又は依頼して職

務執行者に就任した者を含む。）。 

 

ロ 保険契約の内容の概要 

被保険者がイの地位にある者として業務につき行った行為に起因して、被保険者に対して損害

賠償請求（株主代表訴訟及び当行からの請求に係るものを含む。）がされ、被保険者が法律上の損
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害賠償金又は争訟費用を負担することによって生ずる損害等を当該保険契約により塡補すること

としています。保険料は取締役会の決議を経て全額当行が負担しています。当該保険契約によっ

て被保険者である当行の役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者

が私的な利益若しくは便宜の供与を違法に得たこと、被保険者の犯罪行為又は法令に違反するこ

とを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害等については塡補対象外としています。 

 

（５）役員の報酬に関する事項 

イ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項 

取締役の報酬の額は、2025 年２月４日付の臨時株主総会決議において総額で年額 167 百万円以

内と決定されています。当該臨時株主総会決議後の取締役の人数は９名です。 

 監査役の報酬の額は、2025年２月４日付の臨時株主総会決議において総額で年額 34百万円以内

と決定されています。当該時点において当該決議による定めの対象とされていた監査役の人数は

３名です。 

 

ロ 取締役及び監査役の報酬等の総額等 

区   分 人  数 報酬等の総額 

取 締 役 

（うち社外取締役） 

12名 

（２名） 

165百万円 

（18百万円） 

監 査 役 

（うち社外監査役） 

３名 

（２名） 

33百万円 

（16百万円） 

合 計 15名 198百万円 

（注）１ 上記の報酬等の額には、役員賞与引当金繰入額 10百万円（取締役９百万円、監査

役１百万円）が含まれています。 

   ２ 上記の報酬等の額以外に、社外監査役は、当期において、子会社からの役員報酬

等として、４百万円を受領しています。 

３ 上記の報酬等の額以外に、役員退職慰労引当金繰入額として、10 百万円（取締役

８百万円、監査役１百万円）を計上しています。 

４ 上記の報酬等の額以外に、2024 年６月 18 日開催の第 12 回定時株主総会の決議に

基づき、２名の退任取締役に対し役員退職慰労金を以下のとおり支給しています。 

    退任取締役 ２名 12百万円 

 （当該金額には、過年度に計上した役員退職慰労引当金の繰入額 11 百万円が含ま

れています。） 

 取締役会は、上記退任取締役に対する退職慰労金の具体的な支給額の算定について

は、常務執行役員 企画部門長 根岸 靖明に委任しています。当該権限を委任した

理由は、後述のとおり、退職慰労金の算定方法を規程で定めるなど、具体的な支給

額の決定に当たり裁量の余地がないようにする措置を講じている中において、退任

時点での本俸や在職期間を含め、具体額の算定に必要な情報を把握する常務執行役

員 企画部門長が算定を行うことが合理的かつ適切と判断しているためです。取締
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役会は、当該権限が当該常務執行役員によって適切に行使されるよう、退職慰労金

の支給額について、その算定方法を規程として取締役会において定め、当該規程に

従い決定する方針を取締役会で決定しており、かつ、その際に考慮される業績評価

については経営諮問・評価委員会において決定することとしており、当該常務執行

役員が具体的な支給額を決定することについて裁量の余地が認められないように

する措置を講じています。 

５ 取締役及び監査役の報酬等に、業績連動報酬等及び非金銭報酬等は含まれていない

ことから、報酬等の総額には業績連動報酬等でない金銭報酬の総額を記載していま

す。 

６ 上記の記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。 
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５ 会計監査人に関する事項 

（１） 会計監査人の状況 

氏 名 又 は 名 称 当期に係る報酬等 その他 

EY新日本有限責任監査法人 

指定有限責任社員 

公認会計士 西田 裕志 

 公認会計士 桒田 俊郎 

公認会計士 橋本 宜幸 

103百万円 ― 

（注）１ 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。 

２ 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積

りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査

人の報酬等について同意しています。 

３ 当行と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引

法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できな

いため、当期に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しています。なお、当行

は上記記載金額とは別に、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務

として、2024 年度分 IFRS 財務諸表に関する監査業務について 55 百万円を対価と

する契約を締結しています。 

４ 当行は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務である、

米国証券取引委員会への 2024 年度年次更新書類同意書発出業務等についての対価

を支払っています。 

５ 当行及び当行の子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合

計額は 176百万円です。 

６ 当行の重要な子会社のうち、Russia-Japan Investment Fund, L.P.、JB Nordic 

Fund I SCSp、NordicNinja Fund Ⅱ SCSpは、当行の会計監査人以外の監査法人の

監査を受けています。 

 

（２）責任限定契約・補償契約 

該当事項はありません。 

 

（３）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 

会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第 340 条第１項各号に定めるいずれか

の事由に該当した場合に、監査役会において検討いたします。 

また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、その他必要と認められ

る場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任を目的とする議案の内容を監査役会

において検討いたします。 
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６ 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要 

 

当行は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」（内部統制基本方

針）を取締役会において決議し、これを実施しています。その内容（2025年３月 31日時点）及び当期

における運用状況の概要は次のとおりです。 

 

（１）取締役及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

イ 当行及びその子会社（以下「当行グループ」と総称する。）の取締役及び職員（派遣労働者を含

む。以下同じ。）の職務の執行が法令及び定款（以下「法令等」という。）に適合することを確保す

るため、当行は、企業理念、行動原則、法令等の遵守に関する規程その他のコンプライアンスに関

する内部規程を定め、当行の取締役及び職員に周知する。また、子会社に対しては、当行の企業理

念及び行動原則を周知するとともに、その業務の規模や特性に応じて、法令等の遵守その他のコン

プライアンスに関して適切な措置を取る。 

ロ 当行の取締役及び職員は、コンプライアンスに関する内部規程を遵守する。 

ハ 当行は、コンプライアンスに関する責任者及びコンプライアンスを統括する部署を置き、当行グ

ループの法令等遵守態勢の整備及び強化を図る。 

ニ 当行は、当行グループのコンプライアンスに関する重要事項を審議し、法令等遵守状況のモニタ

リングを行うため、委員会を置く。 

ホ 当行は、当行グループのコンプライアンスに関する重要な事実を早期に発見し必要な是正措置

を講ずることが可能となるよう、有効な内部通報制度を整備し、これを適切に運営する。 

ヘ 当行は、当行グループとして反社会的勢力と一切の関係を持たず、反社会的勢力に対しては、組

織全体として対応し、毅然とした態度で臨むとともに、反社会的勢力からの不当な要求を断固とし

て拒絶する。 

 

（運用状況の概要） 

コンプライアンスを統括する部署である法務・コンプライアンス統括室が、各部署において遵守す

べき法令等・内部規程の制定・改廃状況のフォローや必要な見直しを実施させているほか、コンプラ

イアンス・マニュアルを制定しコンプライアンス研修等を通じて役職員等に周知している。また当行

の子会社においても、子会社のコンプライアンスオフィサーが、役職員等への研修、指導、周知等の

実施を行い、コンプライアンスへの取組を推進している。 

また、当行グループの法令等遵守状況等のモニタリングに係る経営会議を５回実施しているほか、

当行グループのコンプライアンスに関する重要事項を審議・決定し、コンプライアンス及び顧客保護

等管理に関する報告を受けるために経営会議から委任を受けたコンプライアンス・顧客保護等管理

委員会の設置、内部通報制度（公益通報者保護法に基づく公益通報に関するものを含む。）の整備・

運営、出融資保証等取引・経費支出等における反社会的勢力並びにマネー・ローンダリング及びテロ

資金供与防止（AML/CFT）への対応関連手続を整備している。 

 

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

イ 当行は、取締役の職務の執行に係る情報、顧客の情報その他の当行が取り扱う情報の保存及び管

理を適切に行うため、情報資産管理規程その他の情報の保存及び管理に関する内部規程を定める。 
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ロ 当行は、法令又は情報の保存及び管理に関する内部規程に従い、取締役会の議事録のほか、取締

役の職務の執行に係る文書を適切に保存し、管理する。 

ハ 取締役及び職員は、情報の保存及び管理に関する内部規程に基づき、情報を適切に保存し、管理

する。 

 

（運用状況の概要） 

内部規程に基づき、取締役会の議事録のほか、役職員の職務の執行に係る文書を保存・管理してい

る。 

 

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

イ 当行は、当行グループのリスク管理を行うことの重要性を認識し、当行グループの業務遂行上認

識すべきリスクの種類に応じたリスク管理及び統合的リスク管理を行うための組織体制等につい

て、統合リスク管理規程その他のリスク管理に関する内部規程を定めるとともに、子会社に対して

はその業務の規模や特性に応じてリスク管理に関して適切な措置を取り、各種リスクに関して適

切なリスク管理を行う。 

ロ 当行は、当行グループの各種リスクの管理に関する責任者及びリスク管理を統括する部署を置

くとともに、リスク管理を有効に機能させるための審議、検討等を行うため、委員会を置く。 

ハ 当行は、災害その他の危機事象の発生に備え、あらかじめ危機管理規程その他の危機管理に関す

る内部規程を定めるとともに、子会社に対してはその業務の規模や特性に応じて適切な措置を取

り、当行グループの危機管理の態勢整備に努める。  

ニ 当行は、危機事象が発生し当行グループの正常な業務遂行に支障が生じる場合又はそのおそれ

がある場合には、危機管理に関する内部規程に従い、必要に応じて対策本部を設置して、業務の迅

速かつ効率的な回復に向けた対応を行う。 

 

（運用状況の概要） 

経営会議からの委任を受けて設置している統合リスク管理委員会において統合リスク管理に関す

る重要な事項の審議・決定を行っている。統合リスク管理委員会については 10回開催し、各種リス

ク管理に関する方針及び重要な事項について審議・決定するとともに、当行グループのリスク管理の

状況や統合リスク管理態勢整備の状況等についてモニタリングを実施した。情報セキュリティ・ICT

推進委員会については８回開催し、情報セキュリティ対策やインシデント発生時の緊急時対応計画

等の審議を実施した。 

 

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

イ 取締役会は、経営計画を策定し、適切に当行グループとしての経営管理を行う。 

ロ 当行は、経営会議を設置し、取締役会より一定の事項の決定等を委任する。経営会議は、受任事

項の決定のほか、取締役会の意思決定に資するため取締役会決議事項を事前に審議する。また、経

営会議の諮問機関又は一定の事項の決定を委任する機関として各種委員会等を設置する。 

ハ 当行は、取締役会の決議に基づく職務の執行を効率的に行うため、組織体制等に係る内部規程の

整備を行い、職務執行を適切に分担する。 

ニ 当行は、意思決定の迅速化を図るため部門制及び執行役員制度を導入し、組織規程、決定権限規
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程その他の内部規程に基づき権限委譲を行う。 

 

（運用状況の概要） 

第５期中期経営計画（2024～2026年度）を策定し、当行グループの経営管理を適切に実施してい

る。経営会議は 29回開催し、取締役会からの委任事項の審議・決定を実施するとともに、業務決定

会議や統合リスク管理委員会等各種会議・委員会を複数開催し、経営会議からの委任事項の審議・決

定を実施した。 

 

（５）当行グループにおける業務の適正を確保するための体制 

イ 当行は、当行グループの業務の適正を確保するため、当行の子会社の業務運営の管理に関して適

切な措置を取る。 

ロ 当行は、当行の子会社の取締役の職務の執行に係る重要事項について、当行に対する適切な報告

体制を確立する。 

 

（運用状況の概要） 

当行の子会社の業務執行上の重要事項等は、四半期ごとに当行の取締役会に報告する体制を整備し、

報告を実施している。 

 

（６）業務の適正を確保するための内部監査体制 

イ 当行は、業務の適正性及び健全性を確保するため、内部監査規程その他の内部監査に関する内部

規程を定める。 

ロ 当行は、当行グループに対する内部監査に関する重要な事項を決定又は審議するため、内部監査

委員会を置く。 

ハ 当行は、被監査部門から独立し、内部監査に関する事務をつかさどる監査部を置く。 

ニ 監査部は、内部監査に関する内部規程に基づき当行及び必要に応じて当行の子会社の内部監査

を行い、その結果について内部監査を担当する取締役に報告する。 

ホ 監査部は、定期的に若しくは必要に応じて、又は取締役若しくは監査役の求めに応じて、取締役

会その他の機関又は会議体に対し、内部監査の結果を報告する。 

ヘ 監査部は、監査役及び会計監査人と必要な情報交換及び連携を行い、内部監査の効率的な実施に

努める。 

 

（運用状況の概要） 

当行グループの業務の適正性及び健全性を確保するため、内部監査規程その他の内部監査に関す

る内部規程を定めるとともに、内部監査委員会を４回開催し、年度内部監査計画の審議・決定、監査

計画の実施結果の報告を実施し、当該審議・決定、報告を経た上で取締役会への報告を実施した。こ

れとは別に、年度内部監査計画に基づく個別監査の監査結果について、監査部より、総裁とともに内

部監査委員会の構成員である取締役及び監査役に個別に報告した。さらに、監査部は、内部監査の効

率的な実施のため監査役・会計監査人と情報・意見交換を実施した。 

 

（７）監査役がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項 
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イ 当行は、監査役の職務を補助する組織として、監査役室を設置し、職員を置く。 

ロ 前イの職員は、監査役の指示に従いその職務を行う。 

ハ 監査役は、必要と認めるときは、事前に総裁の承諾を得て、前イの職員以外の職員を臨時に監査

の補助に従事させることができる。 

 

（運用状況の概要） 

監査役の職務を補助する組織として、監査役室を設置し職員を配置している。 

 

（８）監査役の職務を補助する職員に対する指示の実効性確保及び取締役からの独立性に関する事項 

イ 当行は、監査役の職務を補助する職員（以下「監査役室職員」という。）の人事考課、異動その

他の人事に関する事項の決定について、事前に常勤監査役の同意を得る。 

ロ 当行は、監査役による監査役室職員への指示の実効性を確保するため、監査役室職員に対し監査

役の指示にのみ従い職務に従事させる。ただし、監査役室職員が監査役室以外の機構の職員を兼務

する場合には、当行は次の各号の点を明らかにした書面により、兼務について事前に常勤監査役の

同意を得る。  

（イ） 常勤監査役に対し当該監査役室職員が他の機構の職員を兼務しなければならない合理的な理

由を明らかにすること  

（ロ） 当該監査役室職員は、監査役の職務を補助する業務に関しては、監査役の指揮命令に服し、

兼務先の機構の指揮命令を受けないこと 

（ハ） 当該監査役室職員が兼務先で従事し、兼務先の機構の指揮命令を受ける業務の範囲を明示的

に限定すること 

（ニ） 当該監査役室職員は、監査役の職務に関する情報を他の機構と共有しないこと  

（ホ） 当該監査役室職員は、監査役による監査の実効性確保を妨げないよう、兼務先の機構の業務

よりも監査役の職務を補助する業務を常に優先すること 

（ヘ） 常勤監査役は必要と認める場合には兼務の同意を撤回することが可能であること 

 

（運用状況の概要） 

監査役の職務を補助する職員の人事考課その他の人事に関する事項の決定については、常勤監査

役の同意を得る等、当該職員に対する指示の実効性確保及び取締役からの独立性を確保するための

体制を整備している。 

 

（９）取締役及び職員が監査役に報告するための体制及び当該報告をしたことを理由として不利な取扱

いを受けないことを確保するための体制 

イ 当行グループの取締役及び職員並びに当行の子会社の監査役は、直接又は間接の方法により、随

時、その職務の執行状況等を的確に当行の監査役に報告する。 

ロ 当行グループの取締役及び職員並びに当行の子会社の監査役は、当行グループに著しい損害を

及ぼすおそれのある事実、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実を発見したときは、当該事

実について直接又は間接の方法により、当行の監査役に速やかに報告する。 

ハ 当行グループは、前ロに基づき報告を行った者に対し、報告を行ったことを理由に、不利な取扱

いを一切行わない。 
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（運用状況の概要） 

代表取締役及び業務を執行する取締役は、担当する出融資保証等業務、資金調達、リスク管理等の

状況について、監査役が出席する取締役会等において適時・的確に報告している。また、当行グルー

プの取締役及び職員並びに当行の子会社の監査役が当行に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、

不正の行為又は法令等に違反する重大な事実を発見・報告したときは、監査役が出席するコンプライ

アンス・顧客保護等管理委員会において議論される仕組みとなっている。法務・コンプライアンス統

括室長は、当行グループの取締役及び職員並びに当行の子会社の監査役が発見・報告した事案のうち

当行としての意思決定又は対外的な説明を直ちに必要とする事案又はそのおそれのある事案につい

ては、直ちに総裁、企画部門担当取締役及び企画部門長に報告するとともに、速やかにその内容を経

営企画部その他関係部室等及び監査役に報告する体制を整備している。 

また、当行グループは、上記に基づき報告を行った当行グループの取締役及び職員並びに当行の子

会社の監査役に対し、報告を行ったことを理由に、不利な取扱いを一切行わないことを内部規程にお

いて定めている。 

 

（１０）監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

イ 監査役は、監査を実効的に行うために必要と判断したときは、当行グループの取締役及び職員並

びに当行の子会社の監査役に職務の執行状況についていつでも報告を求めることができる。報告

を求められた当行グループの取締役及び職員並びに当行の子会社の監査役はその求めに応じて速

やかに報告しなければならない。 

ロ 監査役は、取締役会のほか、経営会議その他の重要な会議に出席し、必要な意見を述べることが

できるとともに、議事録その他の関係書類を閲覧することができる。 

ハ 総裁は、監査役と定期的な会合を実施し、意見交換を行う。 

ニ 監査役は、コンプライアンスを統括する部署及び監査部に協力を求めることができる。 

ホ 監査役は、実効的な監査の実施のため必要と認める場合は、弁護士、公認会計士等から監査業務

に関する助言を求めることができる。 

 

（運用状況の概要） 

監査役は、当行グループの取締役及び職員並びに当行の子会社の監査役から適時・的確に職務の執

行状況について報告を受けており、取締役会のほか、経営会議、業務決定会議及び統合リスク管理委

員会等に出席して、必要な意見を述べているほか、総裁、法務・コンプライアンス統括室、監査部、

会計監査人との間でそれぞれ会合を実施し、意見交換を行っている。 

 

（１１）監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行につい

て生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

    監査役が、前（１０）の規定に基づき、弁護士、公認会計士等から監査業務に関する助言を求め

た場合等、監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務は当行が負担する。 

 

（運用状況の概要） 

監査役の職務の執行において生ずる費用については、監査役との協議に基づき、適切に予算を配布
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し、監査役の職務の執行について生じた費用又は債務については、当行が全て負担している。 

 

７ 会社の支配に関する基本方針 

  該当事項はありません。 

以  上 



 

26 

 

附属明細書（事業報告関係） 

（2024年４月１日から 2025年３月 31日まで） 

 

１. 役員について重要な兼職状況の明細 

  事業報告「４ 役員に関する事項」に記載のとおりです。 

 

２. 事業報告の内容を補足するその他の重要な事項 

  該当事項はありません。 

以  上 
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